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( 内の順位は、全都道府県中数値の大きい方からの順位です。)

総面積 4,017.36 k ㎡ 38位

(うち琵琶湖の面積 670.25 k ㎡) 市町数 13市6町（H22.3.21～）

＊H22.10.1国土地理院

(滋賀県の総面積は総務省自治行政局「全国市町村要覧」)

人 口 1,410,777 人（H22.10.1現在）

28位

増加率 2.20 ％（対H17.10.1現在）

５位

世帯数 517,748 世帯（H22.10.1現在）

30位

増加率 8.04 ％（対H17.10.1現在）

３位

１世帯当たり人員 2.72 人（H22.10.1現在）

（ 2.88 人（H17.10.1現在））

＊人口、世帯数は総務省統計局「平成22年国勢調査」

県民所得 295.5 万円（県民１人当たり） ４位

＊内閣府「平成21年度県民経済計算年報」

実質経済成長率 △3.0 ％（県内総生産（生産側）実質:連鎖方式） 28位

＊内閣府「平成21年度県民経済計算年報」

県内総生産における第２次産業の占める割合 41.2 ％ １位

＊内閣府「平成21年度県民経済計算年報」

滋賀県の姿

表紙の写真

善
ぜん

水
すい

寺
じ

（湖南市岩根） ＜国宝：本堂＞

奈良時代中期、和銅年間（708-714）に国家鎮護の道場として建立され、和銅寺と称していました。

平安時代の初め最澄が入山、延暦寺の別院諸堂を建立し天台宗に改めました。また、桓武天皇が病気

になり、最澄が法力によって霊水を献上したところ、たちどころに回復したことから現在の寺名に改

められました。

宮殿風の趣をもつ荘厳でどっしりした構えの本堂は、天台仏殿代表で織田信長の兵火の時も唯一消

失を免れ、国宝に指定されています。

平成24年4月1日現在（滋賀県統計課）

人口: 1,413,590人、世帯数: 544,904世帯



は じ め に

平成24 年度当初予算は、東日本大震災の影響が残るとともに円高の進行等に伴う経済

状況の悪化等が加わり、県民の間に様々な不安が広がる中、希望と安心に導く施策を重視

する観点から予算編成に取り組み、県立学校等の耐震対策を一層推進することとしたほか、

中小企業向けの貸付金を増額するなど、喫緊の課題に対応した結果、予算規模は、国の経

済対策関連基金事業を除くと、5 年ぶりに前年度当初予算を上回ることとなりました。

一方、円高等による企業収益の減少を反映した県税収入の落ち込みや国の地方財政対策

の決定による地方交付税等への影響などにより、平成24 年度当初予算における財源不足

額は、「滋賀県行財政改革方針（平成 23 年３月策定）」の見込額を上回り、250 億円

となりました。

このため、歳出面においては、選択と集中の徹底等による事業見直しや人件費の削減に

計画以上に取り組むこととしたほか、歳出の取り組みだけで解消できない財源不足につい

ては、財源対策のための基金の取り崩しや県債の発行等で対応することとしました。

このように本県財政は依然厳しい状況にありますが、そうした中にあっても、社会経済

情勢の変化や自然災害の発生などを背景に県民の間に広がっている将来への不安を解消

し、「人の力」、「自然の力」、「地と知の力」という滋賀県の本来の強み、底力を活か

しつつ、「住み心地日本一の滋賀」の実現を目指し「滋賀県基本構想」に掲げる８つの未

来戦略プロジェクトに予算を重点的に配分するなど、必要な施策を着実に推進することと

しました。

さらに、予算編成に当たっては、県政を取り巻く様々な課題の解決に向けて、最小の費

用で最大の効果が得られるよう、部局の枠にとらわれない横断的な視点に立ち、関係部局

が共通の目標を持って相互に連携を図るなど、組織の持てる力を最大限に発揮できるよう

に努めたところです。

この財政事情は、本県の財政がどのような状況にあるのか、またどのような運営をして

いるのかなどを県民の皆さんに広く知っていただくため、年２回（５月と11 月）定期的

に公表しているものです。

今回は平成24 年度予算の概要、平成23 年度下半期における予算の補正状況やその執

行状況、そして公営企業の業務状況などについてご報告するとともに、経年変化で見た県

財政の状況や各種財政指標の状況などをお知らせします。
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１ 経年変化で見る滋賀県財政の状況

一般会計の歳入決算額、県債残高および基金残高を見ると、歳入規模は、平成 6 年度まで増加した後、ほぼ横

ばいに推移し、平成 14 年度から減少に転じています。その内訳を見ると、

・ 県税は 1,500 億円前後で推移し、平成 14 年度に前年度比 282 億円減と急激に落ち込んだ後は、緩やか

に回復していました。その後、経済情勢の急激な悪化により、平成 20 年度以降は再び減少に転じ、平成 24

年度予算は、ピークの平成 19 年度決算のおよそ３分の２となりました。

・ 地方交付税は、平成 12 年度をピークに、平成 13 年度からの臨時財政対策債（３ページ参照）への振替や

三位一体の改革の影響により年々減少してきましたが、平成 21 年度に県税の大幅な減収や国の交付税総額の

増などにより増加に転じ、平成 22 年度以降はほぼ横ばいに推移しています。

・ 県債は、平成 10 年度以降、財政構造改革の取り組みにより投資的経費を抑制したことから一旦減少しまし

たが、平成 13 年度から臨時財政対策債の発行により増加に転じました。その後、平成 16年度以降ほぼ横ば

いで推移しましたが、平成 20 年度および平成 21 年度は県税の減収を県債（減収補塡債）の発行で対応した

ことにより再び増加し、平成 22 年度も臨時財政対策債の発行額が大幅に増加したことなどにより、高い水準

で推移しました。なお、平成 24 年度は、震災対策として県立学校等の耐震対策や災害に強い交通信号機の整

備、川の中の対策として単独河川事業等の経費を増額したことなどから、発行額は増加する見込みです。

こうした中で、県債残高は年々増加しており、平成 24年度末には 1兆 371 億円となる見込みですが、臨時

財政対策債を除く実質的な県債は 3年連続で減少し、7,000 億円を下回る見込みです。

また、県の貯金である基金残高は、国の経済対策関連基金事業の進捗等に伴い、前年度に比べ 230 億円減の

451 億円となる見込みです。

Ⅰ 滋賀県財政の動向
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3 県債残高および基金残高は各年度末現在高であり、平成23年度は決算見込額、平成24年度は平成24年2月補正後予算額に基づく各年度末現在

高見込額です。
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次に、一般会計歳出決算額とその主な内訳の推移を見ると、まず、歳出規模は、平成 6 年度まで増加した後、

しばらくの間ほぼ横ばいに推移し、平成 14 年度以降は財政構造改革による歳出削減の取り組み等により、年々

減少してきました。平成 20 年度および平成 21 年度は国の経済危機対策への対応により一旦増加に転じました

が、平成 22 年度は更なる事業見直しの実施等により、平成 23 年度は「滋賀県行財政改革方針」に基づく歳出

の見直しの実施等により再び減少しました。また、平成 24 年度も、国の経済対策関連基金事業が減少したこと

などにより、歳出規模は前年度を下回る見込みです。主な内訳を見ると、

・ 職員給与費などの人件費、生活保護や児童扶養手当などの扶助費、そして県債の返済である公債費をあわせ

た、いわゆる義務的経費は、平成 16 年度まで増加していましたが、その後、財政構造改革による人件費の抑

制などにより横ばい傾向にあります。ただし、歳出全体に占める義務的経費の割合は、近年、歳出規模が小さ

くなっていることもあり、平成 7 年度の 35.0%から徐々に増加しており、平成 24 年度予算では 50％を超

えています。

・ 投資的経費は、平成 8年度までは増加していましたが、その後、財政構造改革の取り組みにより、会館等公

共施設整備の凍結や社会資本整備の重点化・効率化として進度調整や規模の見直しなどを行ってきたことから、

ピークの平成 8年度の 3 割程度となっています。

・ その他の経費は、市町や団体への負担金や補助金などが大きなウェイトを占めており、事業の見直しや重点

化に取り組んでいるものの、介護保険や後期高齢者医療などの法令に基づく裁量の余地の少ない社会保障関係

の負担金等が大幅に増加していることから、全体としては、ほぼ横ばいで推移しています。
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財政構造改革の取り組み以降の一般会計の主な歳入歳出の状況を示したのが、下のグラフです。

平成 10 年度を 100 として、平成 24 年度予算と比較してみると、歳出決算額は 82 ですが、投資的経費が

大幅に減少しており 32 となっています。また、歳入は、県税が平成 14 年度に 86 まで落ち込みましたが、そ

の後順調に回復し、税源移譲の影響もあり、平成 19 年度には 128 まで上昇しました。しかし、昨今の景気低

迷により平成 20 年度から再び減少に転じ、平成 24 年度は 85 となっています。一方、地方交付税は平成 12

年度をピークに、その後は三位一体の改革による大幅削減などにより減少傾向にありましたが、平成 21 年度か

ら県税収入の減等により増加に転じています。また、県債は平成 13 年度から臨時財政対策債を発行することと

なったことから増加傾向にありますが、それを除いた発行額は 41と 4 割程度にまで減少しています。

臨時財政対策債（地方交付税から振り替えられた地方債）とは

地方交付税は、所得税や法人税など法定５税に一定の率（法定率）を乗じた分を原資として、各地方自治体

に配分・交付されます。交付税総額が不足する場合、平成 12 年度までは交付税及び譲与税配付金特別会計で

借り入れて総額を確保して交付されてきましたが、平成 13 年度の地方財政対策の見直しで、国と地方の責任

の明確化や国、地方を通ずる財政の透明化を図るため、不足額を国一般会計分と地方分に折半し、地方分につ

いては、各団体で地方債を発行して補塡することとされました。この地方債が「臨時財政対策債」で、地方財

政法第 5 条の特例となる地方債（一般的に赤字地方債と言われています。）です。

この臨時財政対策債の元利償還金相当額は、その全額が後年度地方交付税の基準財政需要額に算入され、地

方の財政運営に支障のないよう措置されることとなっています。

ただし、地方交付税総額が不足する場合、地方交付税法では前述の法定率を変更して対応することとされて

いることから、地方自治体は、国に対して赤字地方債の発行ではなく法定率の引き上げを要請しています。

説 明
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（注） 1 平成22年度までは決算額、平成23年度は最終予算額、平成24年度は平成24年2月補正後予算額をもとに作成しています。

2 県債および歳出決算額については、借換債に係るものを除いています。
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○景気の影響を受けやすい県税収入

本県の県税収入の大きな特徴は、法人二税（法人県民税と法

人事業税）の県税総額に占める割合が高く、企業等の動向に影

響を受けやすいということです。

バブル崩壊後の長引く景気の低迷から、県税収入が伸び悩ん

でいたところ、平成 14 年度には、ＩＴ不況の影響を受けて法

人二税が大幅な減収となり、県税収入がさらに落ち込みました。

その後は景気の回復や平成19年度から個人県民税へ税源移譲

が行われたことにより、徐々に県税収入も増加してきましたが、

平成 21 年度からは、世界同時不況や法人事業税の一部が地方

法人特別税として国税化された影響により、再び大幅な減収と

なりました。平成 24年度当初予算では、企業収益の状況等を

踏まえ、全体で 1,273 億円を見込んだところですが、ピーク

の平成 19 年度決算額と比べると７割程度の水準に止まってい

ます。

私たち個人や地域の企業が払っている税金（県税）の状況はどうですか？

県税とは

主な税目は、県民税(個人・法

人・利子割)、事業税(個人・法人)、

地方消費税、不動産取得税、県た

ばこ税、ゴルフ場利用税、自動車

税、自動車取得税、軽油引取税な

どです。

(参考) 法人二税の占める割合

H22 決算 25. 2%

説 明

地方法人特別税とは

平成 20 年度の税制改正により、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定

措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。

これは、法人事業税の所得割・収入割の標準税率を引き下げ、その分を国税の「地方法人特別

税」として徴収し、これを各都道府県に「地方法人特別譲与税」として再配分することで、地域

間の財政力格差を是正するものです。

本県の平成 24 年度当初予算における影響額は、法人事業税の減収見込額が 16１億円である

のに対し、地方法人特別譲与税の交付見込額が 16９億円であり、差引プラス８億円を見込んで

います。

説 明

（注）平成22年度までは決算額、平成23年度は最終予算額、平成24年度は平成24年2月補正後予算額です。

554 531 590
715 681

539 495 559 582
388 452 514 559

671
765 704

283 344 352 282

267 227
250

252 276

239 246
238 238

233
220

222
241

274

510
519

515 472 469
469

577 649
649
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1,494
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1,3701,3651,358
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(億円)
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法人二税

(年度)
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○県債発行額の推移

県債の発行については、平成 7 年度までは、国の経済対策に呼応し公共投資を行ったことにより、年々増

加していましたが、平成 10年度以降は、財政構造改革の取り組みにより、極力抑制してきました。

しかし、平成 13 年度からは地方の財源不足の一部を臨時財政対策債でまかなうこととされ、再び増加に

転じました。平成 16 年度以降は、県税収入の増加等に伴い臨時財政対策債の発行額が減少したことや、財

政構造改革に一層取り組んだことなどにより減少しましたが、平成 20 年度以降は、定数削減に伴う退職者

の増加に対応するための退職手当債の発行や県税収入の減少等に伴う臨時財政対策債の増加などにより、県債

発行額は高い水準にあります。

市場公募債について

県では、資金調達方法を多様化し、安定的な資金調達を図るため、平成 23 年度に初めて「全国型

市場公募地方債」を発行しました。

「全国型市場公募地方債」は、銀行や信用金庫、証券会社などの金融機関を通じて、全国の幅広い

投資家に販売する地方債で、都道府県では 32 団体（平成23 年度実績）で発行されています。

銘 柄 名 滋賀県平成23 年度第１回公募公債

発行額・起債の目的 100 億円（臨時財政対策債）

発 行 日 平成23年11 月30 日（水）

償 還 日 平成33年11 月30 日（火）（10 年・満期一括償還）

県の借金（県債）はどのようになっていますか？

説 明

477
569 571 531 539

364 342
266 309 261 216 201 234

291 319
381

242
155 196

330
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60 92
65

22

83 122

69
94
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848
884

855

767

543

746
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810

998

928

759

890

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
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(億円)

(年度)

県債発行額の推移
地方財政対策によるもの

補正予算債

通常債

(注) 1 平成22年度までは決算額、平成23年度は決算見込額、平成24年度は平成24年2月補正後予算額と前年度からの繰越分の

合計額で、借換債およびＮＴＴ債を除いています。

2 地方財政対策に係るものとは、臨時財政対策債、財源対策債、減収補塡債、住民税等減税補塡債等で、その元利償還金相

当額の全部または一部が後年度に地方交付税の基準財政需要額に算入されます。
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○県債残高の推移

県債残高は、年々増加していますが、その内訳を見ると、通常債に係る県債の残高は、発行を抑制している

ことから、ほぼ横ばいとなっています。一方、国の地方財政対策に係る県債は、臨時財政対策債の増加等により、

残高が増嵩しています。

○公債費の推移と今後の見込み

公債費は、県債の発行に伴い急増してきたところですが、財政構造改革の取り組みにより新たな県債発行を抑

制しており、平成 18 年度まではほぼ横ばいで推移してきました。平成 19 年度以降は、既に借り入れている

臨時財政対策債の償還が増えることなどにより年々増加が見込まれます。

4,596 4,509 4,489 4,503 4,558 4,656 4,612 4,499 4,396 4,437

648 637 602 579 545 509 503 470 430 388

3,239 3,526 3,710 3,847 3,903 4,071 4,516 4,991 5,265 5,546

8,483 8,672 8,801 8,929 9,006 9,236
9,631

9,960 10,091
10,371

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24

(億円)

(年度)

県債残高の推移

地方財政対策に係るもの

補正予算債

通常債

(注) 平成22年度までは各年度末現在高、平成23年度および平成24年度は見込額で、ＮＴＴ債を除いています。

644 676 695 694 664 678 704 729 752 753 782 776 790 801 787 753
702 681

601 575

11 28
49 97

164 233
302 396

644
676 695 694

664 678
704

729 752 753
782 776

801
829 836 850 866

914 903

971

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24 平25 平26 平27 平28 平29 平30 平31 平32

(億円)

(年度)

公 債 費 の 今 後 の 推 移

新規発行分

既発行分

(注) 1 平成22 年度までは決算額、平成 23 年度は最終予算額、平成 24 年度は平成24 年2 月補正後予算額で、
ＮＴＴ債および借換債は除いています。

2 平成25 年度以降の新規発行額は、平成 24 年度と同額として試算しています。
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県税の県民１人当たりの負担額は、平成 24 年度予算では90,003 円となり、前年度の最終予算額と比べ

ると 5,995 円、6.2%減っています。

県債残高の県民 1 人当たりの負担額は、平成 24 年度末には、臨時財政対策債を含めた総額では、733,251

円、前年度比 19,786 円の増加、臨時財政対策債を除くと484,275 円、前年度比 8,320 円の減少となる見

込みです。

0

200,000

400,000

600,000

800,000

平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24

573,917 558,973 548,206 541,204 533,223 534,738 534,658 513,555 492,595 484,275

52,150 73,386 89,368 102,478 112,444 124,451 152,239 192,443 220,870 248,976

626,067 632,359 637,574 643,682 645,667 659,189
686,897 705,998 713,465 733,251

（年度）

（円）

県債残高の県民１人当たり負担額の推移（一般会計）

（注） 県債現在高の県民１人当たり負担額は、県債現在高（平成22年度までは決算額、平成23年度および平成24年度は見込額）
を、各年10月１日現在の推計人口（平成17年度および平成22年度は国勢調査人口、平成24年度は平成23年度の人口）で除し
たものです。

県民負担の状況

・県民１人当たり県税負担額（平成 23 年度最終予算額ベース） 95,998 円

・県民１人当たり県債残高（平成 23 年度末見込・臨時財政対策債含む） 713,465 円

・ 〃 （ 〃 ・臨時財政対策債除く） 492,595 円

（注） 県民１人当たり県税負担額は、県税決算額（平成23年度は最終予算額、平成24年度は平成24年2月補正後予算額）

を、各年10月１日現在の推計人口（平成17年度および平成22年度は国勢調査人口、平成24年度は平成23年度の人口）
で除したものです。
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○県の貯金（基金）の状況

一般会計で管理している基金には、年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金、借入金の返済

に備えるための県債管理基金、施設整備などの特定目的のために将来必要となる財源をあらかじめ準備して

おくための基金、そして国の経済対策のために設置された基金があり、平成 23 年度末現在高見込額（平成

23 年度決算見込額による）は 681 億円となっています。

○基金残高の推移

平成 5年度末に 1,399 億円あった基金は、目的とする事業への活用や財源不足への対応などのために取

り崩しを行ってきた結果、減少傾向にあります。特に、平成 14 年度には、県税収入の大きな落ち込みを補

うため、県債管理基金などを大幅に取り崩すこととなり、それ以降も、財政調整基金と県債管理基金の取り

崩しに依存した財政運営を余儀なくされてきました。

なお、平成 22 年度および平成 23年度は、税収が当初見込みを上回ったことなどから、財政調整基金お

よび県債管理基金の残高を確保するとともに、福祉・教育振興基金などへの積み立てを行い、後年度の財政

運営や当面する課題への対応に備えることとしましたが、国の経済対策関連基金を平成 23年度事業の執行

に併せて取り崩したことなどにより、平成 23 年度末の一般会計に係る基金残高は 681 億円と、前年度末

に比べ 79 億円減少する見込みです。

県には貯金がいくらあるのですか？

主な基金と平成 23年度末現在高見込額（平成 23年度決算見込額による）

財政調整基金 9,850 百万円 県債管理基金 8,591 百万円

福祉・教育振興基金 10,600 百万円 琵琶湖管理基金 5,496 百万円

介護保険財政安定化基金 2,402 百万円 ふるさと・水と土保全基金 1,209 百万円

＜国の経済対策関連の基金＞

緊急雇用創出事業臨時特例基金 4,456 百万円 ふるさと雇用再生特別基金 833 百万円

地域医療再生臨時特例基金 6,920 百万円 子育て支援対策臨時特例基金 1,726 百万円

森林整備加速化・林業再生基金 1,420 百万円 介護基盤緊急整備等臨時特例基金 1,259 百万円
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基 金 残 高 の 推 移 （一般会計）

その他特定目的基金

県債管理基金

財政調整基金

（注）平成22年度までは決算に基づく各年度末現在高であり、平成23年度は決算見込額、平成24年度は平成24年2月補正後予算

額に基づく各年度末現在高見込額です。
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○歳出内訳の推移

義務的経費のうち、大きなウエイトを占める人件費は、法令等で定数が規定されている警察官や教職員に

係るものが大半を占めており、人口が増加している本県においては、こうした警察官や教職員の定数が増え

ていますが、その他知事部局等の職員数を削減するとともに、本県独自の給与削減にも取り組んでいるため、

平成 24 年度はほぼ横ばいとなっています。

また、生活保護や児童扶養手当などの扶助費は、市町村合併等により市へ事務が移管したことなどにより

減少した後、平成 18 年度以降、緩やかに増加していましたが、平成 24 年度は市町に事務が移管したこと

により再び減少しました。また、公債費は、財政構造改革の取り組みにより、県債発行の抑制に努めていま

すが、近年は、地方交付税の振替として平成 13 年度以降発行している臨時財政対策債の償還が年々拡大し

ていることなどにより、増加傾向にあります。

投資的経費は、縮小傾向にあり、平成 24 年度の普通建設事業の単独事業は昭和 54 年頃、補助事業は昭

和 49 年頃の水準となっています。一方、補助費等は、社会保障関係経費の増などにより増加傾向にあり、

大きなウエイトを占めています。
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0

昭49 昭54 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24

(億円)

普通建設事業費(補助)

(注) 1 平成23年度は最終予算額、平成24年度は平成24年2月補正後予算額です。

2 本表での性質別の区分においては、扶助費のうち市町に対するものは、補助費等に含んでいます。

その他の経費

その他投資的経費

普通建設事業費（単独)

補助費等

学校関係

警察関係

扶助費

公債費

人

件

費

投
資
的
経
費

義
務
的
経
費

歳出決算額（性質別）の過去10年間の推移（一般会計）

普通建設（単独）

は昭和54年頃と

同規模

普通建設（補助）

は昭和49年頃と

同規模

(年度）
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5,057
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4,000

0

その他知

事部局等

5,323

5,013 4,9274,922
4,9505,027

5,285

5,492

5,226

どんな経費が増えていて、どんな経費が減っているのですか？
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２ 財政指標から見た滋賀県財政

○経常収支比率

人件費や公債費、扶助費などの毎年度経常的

に支出される経費に、県税や普通交付税など毎

年度経常的に収入される使途の特定されない財

源がどれだけ使われているかを示す割合で、社

会や経済の変動などに伴う臨時的な行政需要に

どれだけ柔軟に対応できるかを見ることができ、

比率が低いほど財政構造の弾力性が高いことを

示しています。

○公債費負担比率

借入金である県債の返済（公債費）に使われ

た一般財源の一般財源総額に占める割合を示す

もので、公債費の負担の程度や財政構造の弾力

性を見ることができます。この比率が高い場合

は、使途が特定されず自由に使える財源の多く

が借入金の返済に充てられていることとなり、

その他の事業に使える財源が少ないことを示し

ています。
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（％）

（年度）

公債費負担比率の推移

滋 賀 県

全国平均

（注） 全国平均は、東京都を含む加重平均です。

一般財源とは

県税や地方交付税のように、使途が特定さ

れず、どのような経費にも使用することがで

きる財源です。

一方、国庫支出金のように、使途が決まっ

ている財源を「特定財源」といいます。

説 明

86.1

93.2

83.6

88.1
89.1

91.8

95.5
95.7

96.4

89.1

90.5

93.5

90.8

92.5 92.6 92.6
94.7

93.9

95.9 91.9

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22

（％）

（年度）

経常収支比率の推移

滋 賀 県

全国平均

（注） 全国平均は、東京都を含む加重平均です。

≪平成 22 年度普通会計決算による財政指標≫

滋賀県 全国平均

経常収支比率 89.1％ 91.9%

公債費負担比率 20.0％ 18.9%

実質公債費比率 15.6％ 13.5%

財政力指数 0.576 0.490
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○実質公債費比率

県税や普通交付税など使途が特定されてい

ない財源のうち、公債費や公営企業債に対す

る繰出金など公債費に準ずるものを含めた実

質的な公債費相当額に充当されたものの占め

る割合を示すもので、過去３カ年の平均値で

表します。これは、平成 18 年度から地方債

の発行に際して、協議制度が導入され、その

基準として設けられたもので、この比率が

18％以上の団体は、地方債の発行に際して

は国の許可が必要となり、また 25％以上の

団体は地方債の発行が制限されます。

また、平成 20 年度決算からは、25％以

上の団体は「財政健全化計画」を、35％以

上の団体は「財政再生計画」を作成し、財政

の健全化を図ることとなりました。

○財政力指数

平均的な水準で行政を行う場合に必要と考

えられる経費に対して、その団体が標準的に

収入できると考えられる税収等がどれだけあ

るかを示した割合で、過去３カ年の平均値で

表します。

（参考）

経常収支比率 ＝
経常経費充当一般財源の額

× 100（%）
経常一般財源＋臨時財政対策債＋減収補塡債特例分

公債費負担比率 ＝
公債費充当一般財源の額

× 100（%）
一般財源総額

実質公債費比率 ＝ （
（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）

の３カ年分合計）× １／３ × 100（%）
Ｅ－Ｄ

Ａ ＝ 元利償還金（次の①～⑤を除く。①公営企業債の元利償還金、②繰上償還を行ったもの、③借換債を財源として償

還を行ったもの、④満期一括償還方式の場合の元金償還金、⑤利子支払金のうち減債基金の運用利子等を財源とす

るもの。）

Ｂ ＝ 元利償還金に準ずるもの（準元利償還金）

※ 「準元利償還金」とは、①満期一括償還方式の場合の１年当たりの元金償還金相当額、②公営企業債の元利

償還金に対する一般会計等からの繰出金、③一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金

・補助金、④債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものをいう。

Ｃ ＝ ＡまたはＢに充てられた特定財源

Ｄ ＝ 元利償還金および準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額

Ｅ ＝ 標準財政規模

財政力指数 ＝
基準財政収入額

の過去３カ年の平均値
基準財政需要額

13.7 13.6

12.9

13.5

14.7
15.614.9

14.7

13.5

12.8
13.0

13.5

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

平17 平18 平19 平20 平21 平22

（％）

（年度）

実質公債費比率の推移 滋 賀 県

全国平均

（注） 全国平均は、東京都を含む加重平均です。

0.441
0.454 0.445 0.442

0.449

0.505

0.560

0.608
0.617

0.576

0.405 0.406 0.408 0.411
0.428

0.464

0.497

0.521 0.516

0.490

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22

（年度）

財政力指数の推移

滋 賀 県

全国平均

（注） 全国平均は、東京都を含む単純平均です。
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3 財政健全化に向けた取り組み

○これまでの取り組み

本県では、平成 10 年度以降、厳しい財政状況を踏まえ、歳出の伸びを抑制する一方、県債や基金に依存し

ない財務体質を目指して、財政構造改革の取り組みを進めてきました。

平成 14 年度には大幅な県税収入の減少を受けて「財政構造改革プログラム」を策定し、また平成 16 年度

には「三位一体の改革」による地方交付税の大幅な削減を受けて「財政危機回避のための改革プログラム」を

策定して、財政収支の改善に取り組んできました。

しかしながら、その後も地方一般財源総額の抑制基調が続く中、公債費等の財政負担が大きくなり、平成

20 年度から平成 22 年度の収支見通しでは、各年度 400 億円を超える巨額の財源不足が見込まれたことか

ら、「滋賀県財政構造改革プログラム～滋賀の未来に向けての財政基盤づくり～」を策定し対応しましたが、

このプログラム策定後、造林公社における債務の処理策が確定したこと等により、本県財政は一層危機的な状

況が見込まれたため、歳入歳出全般にわたって「更なる見直し」に取り組むこととしました。

その後、平成 20 年度後半からの世界的な景気後退等により、県内企業も大きな影響を受け、平成 21 年度

当初予算の県税収入が、前年度より 400 億円以上下回ることが見込まれたことから、平成 21 年度に改めて

財政収支見通しを試算したところ、現行の取り組みを続けたとしても、長期にわたって巨額の財源不足が見込

まれ、また、財源不足への対応において、これまで大きな役割を果たしてきた財源調整的な基金の残高が大き

く減少していることから、平成 22 年度予算編成に向けて、歳入歳出にわたる一層の見直しに取り組みました。

○滋賀県行財政改革方針に基づく「財政改革推進計画」の策定および推進

平成 22 年度に、平成 31 年度までの収支見通しを試算したところ、公債費や社会保障関係経費の増加等に

より、平成 23 年度以降の各年度において、140 億円から260 億円におよぶ財源不足が見込まれました。こ

のため、「滋賀県行財政改革方針」に基づく実施計画として「財政改革推進計画」を策定し、平成 23 年度か

ら平成 26 年度までの計画期間において、歳入・歳出両面で財政健全化に向けた取り組みを推進しています。

（単位：億円）

区 分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

一 般 財 源 不 足 額 (1) 209 145 155 175

見直しに

よる対応

(2)

歳 入 確 保 9 5 5 5

歳

出

事 業 費 23 24 25 25

人 件 費 35 35 35 35

差し引き財源不足額 (1) －(2) 142 81 90 110

財 源 対 策 に

よ る 対 応

県 債 発 行 44 45 45 45

基金の取り崩し等 98 36 45 65

区 分 24 年度

一 般 財 源 不 足 額 250

歳出による

対 応

見 直 し に

よ る 対 応

事 業 費 29

人 件 費 42

歳入による

対 応

財源対策に

よ る 対 応

県 債 発 行 59

基金の取り崩し 104

市町振興資金特別会計からの繰入 11

土 地 の 売 却 5

財政健全化に向けた取り組み（財政改革推進計画における収支改善目標）

【平成 24 年度当初予算編成における対応】 （単位：億円）

急激な円高等を踏まえた県

税の見通しや、国の地方財政

対策の決定による地方交付税

等への影響などにより、平成

24 年度の一般財源不足額は

105 億円拡大

（145 億円→250 億円）
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 （注）   １  歳出における取組額および歳入で対応した財源不足額は、それぞれ当初予算に係るものです。 

       ２  平成15年度および平成16年度の歳出における取組額は、平成14年度当初予算額を、平成17年度から平成19年度は、平成16年度

当初予算額を、平成20年度から平成22年度は、平成19年度当初予算額を、平成23年度および平成 24年度は、平成 22年度当初予

算額をそれぞれ基準として試算した歳出の額に対するものを表しています。 

       ３  平成 17 年度は、「財政危機回避のための改革プログラム」に沿った取組額を示しており、「財政構造改革プログラム」の削減予定分は、

含めていません。 

  

平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24

27億円 31億円 30億円
53億円

87億円
104億円

139億円

150億円

163億円

130億円 140億円
155億円

41億円

45億円 50億円

60億円

70億円

40億円 45億円

50億円

35億円 42億円

9億円

16億円

5億円

5億円

185億円
212億円

164億円
139億円

287億円

145億円

200億円

95億円

183億円 169億円

95億円

141億円

29億円 85億円
104億円

13億円
11億円

70億円

105億円

70億円

50億円
100億円

108億円

119億円

60億円

44億円

59億円
1億円

1億円

10億円

51億円

48億円

8億円

34億円

9億円

5億円

39億円

10億円

23億円

54億円

23億円
29億円

歳出伸び
▲0.6％
投資単独
伸び
▲18.4％
定数削減
▲10人
ほか

歳出伸び
▲0.7％
投資単独
伸び
▲23.6％
定数削減
▲61人
ほか

歳出伸び
▲0.6％
投資単独
伸び
▲15.1％
定数削減
▲95人
ほか

歳出伸び
0.0％

投資単独
伸び

5.6％
定数削減
▲81人
ほか

歳出伸び
▲2.5％
投資単独
伸び
▲8.2％
定数削減
▲53人
ほか

財政構造改革の
指針
（Ｈ１０～１２）

第２次財政構造改革
の指針・財政構造改
革プログラム
（Ｈ１５～１７）

当面の財政
運営方針
（Ｈ１３～１４）

財政危機回避のための改
革基本方針・財政危機回
避のための改革プログラ
ム（Ｈ１７～１９）

財政構造改革プログラム
（Ｈ２０～２２）
※更なる見直し（Ｈ21～22）
および事業見直し（H22）
含む

内部事務経費等の節減

人件費の削減

事業費の削減

基金の取崩し

県債の発行

未利用県有地
の売却等

歳出による対応

各種対応後の
財源不足に
歳入で対応

155億円

180億円

189億円

245億円

291億円

146億円

306億円

165億円

243億円

320億円

170億円

217億円

251億円

307億円

公債費の平準化

更なる歳出の見直し

更なる歳入の見直し

査定減等 275億円

133億円

357億円

事業見直し

71億円
事業見直し

人件費の削減

市町振興資金特別
会計からの繰入

179億円

滋賀県行財政改革方針
財政改革推進計画
（Ｈ２３～２６）

58億円

151億円

これまでの財政構造改革の取組結果（平成10年度以降の姿） 
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１ 平成 24 年度予算の概要

○国の予算の動向
平成 24 年度予算編成にあたっては、東日本大震災からの復興、経済分野のフロンティアの開拓、分厚い

中間層の復活、農林漁業の再生、エネルギー・環境政策の再設計の５つの重点分野を中心に、日本再生に全

力で取り組むこと、地域主権改革を確実に推進すること、既存予算の不断の見直しを行うこと、および「財

政運営戦略」を着実に実現することが基本方針とされました。

このような方針に基づいて編成された平成 24 年度の一般会計予算の規模は、90 兆 3,339 億円で、前

年度比 2.2％減、基礎的財政収支対象経費は 68兆 3,897 億円で、前年度比 3.5％減となっています。

○地方財政計画
平成 24 年度の地方財政計画は、通常収支分と東日本大震災分を区分して整理することとされました。

通常収支分については、歳出面では、経費全般について節減合理化に努める一方、社会保障関係費の増加

を反映するとともに、地域が実施する緊急事業に必要な経費を計上することとされました。歳入面では、「財

政運営戦略」に基づき、地方の一般財源総額を平成 23 年度地方財政計画と実質的に同水準になるよう確保

することを基本に、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補塡措置を講じることとされました。

また、東日本大震災分については、全国的に緊急に実施する防災・減災事業について、所要の事業費およ

び財源を確保することとされました。

平成 24 年度の地方財政計画（通常収支分）の規模は 81 兆 8,647 億円で、前年度比で給与関係経費が

1.4%の減、公債費が 1.2％の減、投資的経費が 3.6％の減となったことなどから、全体では 0.8％、6,407

億円の減となっています。また、歳入のうち地方税は 0.８％増の 3３兆 6,569 億円、地方交付税は 0.5%

増の 17 兆 4,545 億円となっており、これらに地方譲与税、地方特例交付金、臨時財政対策債を加えた一

般財源総額では 0.2%の増となっています。

(1) 当初予算編成の背景

Ⅱ 一般会計および特別会計の状況

歳 入 歳 出 地方財政計画(歳入)
（譲 与 税） （譲 与 税） （８１.９兆円）

地方特例交付金 0.1兆円

地方特例交付金 0.１兆円

◎国の予算と地方財政計画との関係（平成24年度当初 通常収支分）

国税収納金整理資金
交付税及び譲与税配付金特別会計

一般会計(歳入) 一般会計(歳出) 地方財政計画(歳出)
（９０．３兆円） （９０．３兆円） （８１．９兆円）

国

税

交付税対象税目

３５.０兆円

所得税 ３２％

法人税 ３４％
酒 税 ３２％

消費税 29.5％
たばこ税２５％

地方交付税等

１６.６兆円

法定５税分 10.6兆円
別枠の加算 1.1兆円
既往法定加算 1.0兆円
臨財加算 3.8兆円
地方特例交付金 0.1兆円

自動車重量税等２.３兆円 地方譲与税 ２.３兆円

地方税

３３.７兆円

給与関係経費

２１.０兆円

（交 付 税） （交 付 税）

（入口ベース）

一般会計より

受入れ
１６．６兆円

地方交付税 16.5兆円
地方特例交付金 0.1兆円

（出口ベース）

地方交付税

１７.５兆円

財政投融資特別会計より受入れ
公庫債権金利変動準備金の活用 0.35兆円

一般行政経費

３１．１兆円

Ｈ23繰越分 0.5兆円
特会剰余金 0.5兆円 借入金等利子充当 0.2兆円

借入金償還 0.1兆円

その他の税収

地方譲与税 ２．３兆円

地方交付税

１７.５兆円

公債金

４４.２
兆円

建設国債

５．９兆円

赤字国債
３８．３

兆円

国債費

２１．９

兆円

元金返済

１２．１
兆円

その他 ３．７兆円

その他の歳出

５１．８兆円

うち社会保障関係費 26.4兆円

うち公共事業関係費 4.6兆円

うち経済危機対応予備費 0.9兆円

利払い等

９．９
兆円

水準超経費０.７兆円

納付金（地方公共団体金融機
構の公庫債権金利変動準備金

の国庫帰属） 0.35兆円

交付税及び譲与税配付金特

別会計へ繰入れ 0.35兆円

※表示未満四捨五入の関係で、合計が一致しない箇所がある。

財政投融資特別会計

(歳入) (歳出)

地域経済基盤強化・雇用等対策費

１.５兆円

（臨財債 ６.１兆円）
投資的経費

１０．９兆円
地方債

１１.２兆円

国庫支出金

１１．８兆円

維持補修費 １.０兆円
公営企業繰出金(下記除く) 1.0兆円

公債費等

１４．８兆円

その他

５.４兆円

基礎的財政収支

対象経費
６８．４兆円

地
方
一
般
歳
出

兆
円

66.5

一
般
財
源
総
額

兆
円

59.6

42.3
兆円
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少子高齢化の進展、世界的な景気の悪化、地球温暖化の問題等の社会経済情勢の変化、地震や集中豪雨等

の自然災害の発生などを背景に、県民の皆さんの間に広がっている様々な不安を安心に変え、未来に向けて

種を埋め込み、夢と希望の持てる社会を実現していくことが、今の県政に求められている大きな課題です。

このため、平成24 年度当初予算編成にあたっては、県民の皆さんの不安を払拭し、力強く未来を拓いて

いくために「滋賀県基本構想」における滋賀の未来戦略の考え方を踏まえ、先駆的・戦略的な施策に重点的

に取り組むことにより、「住み心地日本一の滋賀」の実現を目指した予算を編成することとしました。

併せて、県政を取り巻く様々な課題の解決に向けて、最小の経費で最大の効果が得られるよう、各部局が

共通の目標を持って取り組み、部局間の連携を徹底することにより、県庁という組織の持てる力を最大限に

発揮できるよう努めました。

平成 23 年 3 月に策定した「基本構想」と「行財政改革方針」に基づき、施策の着実な実施に向け

て取り組む２年目の予算として、滋賀の未来戦略の考え方を踏まえ、先駆的・戦略的な施策に重点的

に取り組むことにより、「住み心地日本一の滋賀」の実現を目指す。

(2) 当初予算編成の基本方針

滋賀県基本構想「未来を拓く８つの扉」
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一般会計当初予算額について、初めて 1,000 億円を超えた昭和 49 年度からの推移を見ると、バブル経済

崩壊以降も国の経済対策に呼応して積極的な対応を行ってきたことから、平成 7年度を除き、ピークとなる平

成９年度までは右肩上がりに拡大してきました。しかし、その後景気の低迷等により税収が伸び悩み、厳しい

財政状況に直面したことから、平成 10 年度から本格的な財政構造改革の取り組みに着手しました。

平成 15 年度以降は、景気の回復や税源移譲の影響もあり税収が徐々に増加してきましたが、その一方で「三

位一体の改革」による地方交付税の大幅な削減の影響や、平成 21 年度に世界同時不況の影響により再び税収

がマイナスに転じたことから、平成 19 年度を除き、平成21 年度まで毎年度マイナス予算を編成してきまし

た。また、平成 22 年度は、国の経済対策に対応した結果、予算規模としては 3 年ぶりに増加しましたが、平

成 20 年度からの「滋賀県財政構造改革プログラム」の取り組みの最終年度として、より一層の事業の見直し

を行ったことから、国の経済対策関連基金事業を除くとマイナス予算となりました。

平成 23 年度は、新たに策定した「滋賀県行財政改革方針」に基づき、事業見直しや人件費の抑制に引き続

き取り組んだ結果、国の経済対策関連基金事業を除くとマイナス予算となりました。

平成 24 年度は、国の経済対策関連基金事業が減少したことから、予算総額は前年度を下回りましたが、県

立学校の耐震対策の前倒しや経済状況の悪化を踏まえた中小企業向け貸付金の増額などにより、国の経済対策

関連基金事業を除くとプラス予算となりました。

付表 第4表 財政規模の県民所得に対する比率（財政比重）の推移(平成15 年度～24 年度) → 57ページ

（対前年度当初予算比 83 億円減 ▲1.7%）

（対前年度当初予算比 290 億284 万円増 ＋16.3%）

（対前年度当初予算比 19 億930 万円増 ＋6.3％）

※企業会計は収益的支出および資本的支出の合計を示しています。

(3) 当初予算の規模等
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○一般会計当初予算の比較

その他の
事業

Ｈ21当初予算
4,852億円

( ▲1.7%)

震災対策として県立学校等の耐震対策に着実に取り組むとともに、経済状況の悪化に対応するため、
中小企業振興資金貸付金を増額したことなどにより、国の経済対策関連基金事業を除くと実質的な
プラス予算。（ただし、予算規模としては、国の経済対策関連基金事業の一部終了等に伴い、３年ぶ
りにマイナス予算）

Ｈ22当初予算

4,946億円
( +1.9%)

Ｈ24当初予算
4,901億円

( ▲1.7%)

国の経済
対策関連
基金事業

平成24年度当初予算の主な増減要因

○県立学校耐震対策費 ＋10億円（ 11億円→ 21億円）

○中小企業振興資金貸付金 ＋40億円（187億円→227億円）

○社会保障関係費（主なもの）

介護保険給付費県費負担金 ＋4億円（107億円→111億円）

国民健康保険調整交付金 ＋13億円（ 45億円→ 58億円）

後期高齢者医療給付費県費負担金 ＋4億円（ 96億円→100億円）

○国の経済対策関連基金事業 ▲139億円（234億円→ 95億円）

地域活性化・公共投資基金事業 ▲34億円（ 34億円→ －）

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業 ▲25億円（ 60億円→ 35億円）

ふるさと雇用再生特別基金事業 ▲24億円（ 24億円→ 0.2億円）

障害者自立支援対策臨時特例基金事業 ▲14億円（ 15億円→ 1億円）

介護職員処遇改善等臨時特例基金事業 ▲13億円（ 20億円→ 7億円）

子育て支援対策臨時特例基金事業 ▲13億円（ 14億円→ 1億円）

地域医療再生臨時特例基金事業 ＋17億円（ 12億円→ 29億円） 等

Ｈ23当初予算

4,984億円
( +0.8%)

4,852 億円

(▲1.7%)

 県立学校耐震対策費の増

 中小企業振興資金貸付金の増

 社会保障関係費の増 等

173 億円 234 億円 95 億円

4,773 億円

(▲1.6%)

4,750 億円

(▲0.5%)

4,806 億円

(+1.2%)
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○平成 24 年度の財源不足額への対応

財源不足額

145 億円

滋賀県行財政改革方針（平成 23 年 3 月策定）における収支改善目標

歳入による対応
（歳出で対応できない分）

＋86 億円

歳入の確保
41 億円

財源対策のため
の県債

45 億円

歳 出
歳 入

歳出による対応

▲59 億円

事業見直し
▲24 億円

人件費対応
▲35 億円

財源不足額

250 億円

歳入による対応
（歳出で対応できない分）

+179 億円

財源調整的な基
金の取り崩し

104 億円

財源対策のため
の県債 59 億円

歳 出

歳 入

歳出による対応

▲71 億円

事業見直し
▲29 億円

人件費対応
▲42 億円

平成 24 年度当初予算編成における対応

市町振興資金特別

会計からの繰入

11 億円

急激な円高等を踏まえた県税の見通しや、平成 24 年度の国の地方財政対策の決定による地方交

付税等の状況、また、年少扶養控除等の廃止に伴う一般財源化等の影響により、収支財源不足額

は、計画策定時に比べ 105 億円拡大

県税 ＋ 地方交付税 ＋ 臨時財政対策債 ▲88 億円（2,960 億円 → 2,872 億円）

H22 税制改正による年少扶養控除の廃止等に伴う一般財源化（国民健康保険調整交付金等）▲17 億円

財源不足額 145 億円 → 250 億円（105 億円拡大）

土地の売却
5 億円
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県税当初予算額は前年度に比べ減少

県税収入は、対前年度当初予算比 13 億円減（△1.0%）の 1,273 億円で、前年度に比べ減少する

見込みです。なお、基幹税目である法人二税と個人県民税の状況等は下記のとおりです。

701 549 468 545 603 695 686 452 432 571 410 394 433 494
583

661 725

396

222
312 282

246

282

226

245
251

274
267

251
232

241

235
228 216

216

252

494

533

501

445

450 469

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

億円 ％県 税 当 初 予 算 額 の 推 移

1,286

1,202

1,477

1,885

1,790

法人二税

県 税 に 占 め る
法人二税の割合

個人県民税

県 税 に 占 め る
個人県民税の割合

その他の税

平成 年度

1,273

◆主な税目の状況

個人県民税
４５０億円

法人二税
３１２億円

23年度当初
１,２８６億円

その他の税
５２４億円

24年度当初
１,２７３億円

対前年度比
＋19億円(＋4.2%)

対前年度比
△30億円(△9.7%)

対前年度比

△2億円(△0.4%)

減収額計
１３億円

△１．０％個人県民税
４６９億円

法人二税
２８２億円

その他の税
５２２億円

(4) 当初予算のポイント
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地方交付税はほぼ前年度並みであるものの、
臨時財政対策債を加えた実質的な地方交付税は減少

一般財源総額も前年度を下回る見込み

地方交付税は、対前年度当初予算比 2 億円減（△0.2％）の 1,115 億円で、ほぼ前年度並みの

見込みですが、地方交付税の振替措置である臨時財政対策債を加えた実質的な地方交付税は、16

億円減少（△1.0％）する見込みです。

また、これらに県税、地方譲与税、地方特例交付金を加えた一般財源総額は、前年度当初予算比

37 億円減の 3,070 億円で、前年度を下回る見込みです。

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

H24

H23

地方交付税 1,115

地方交付税 1,117

臨時財政

対策債

484

臨時財政

対策債

498

県 税 1,273

県 税 1,286

地方譲与税 191

地方譲与税 187 地方特例
交付金

7

地方特例
交付金

19

（億円）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24

1,610
1,480

1,360
1,418

1,252 1,185
1,071

958
871 917

1,108 1,129 1,115

100
201

411

296

228

206

186
227

458

661
501 484

（億円）

（年度）

地方交付税および臨時財政対策債の推移

当初予算における一般財源総額

（注）平成 22 年度までは決算額、平成 23 年度は最終予算額、平成 24 年度は平成 24 年 2 月補正後予算額です。

臨時財政対策債

地 方

交付税

実質的な交付税 1,599(△16)

実質的な交付税 1,615

3,070 億円
(△37 億円)

3,107 億円
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財源不足等に対応する基金の残高確保が課題

財源不足等に対応するための基金である財政調整基金と県債管理基金の平成 23 年度末残高は、

年度当初には 111 億円と見込んでいましたが、県税収入が当初見込みを上回ったこと等を踏まえ、

2 月補正予算において基金残高を確保した結果、決算では 184 億円まで回復する見込みです。

なお、平成 24 年度当初予算では合計で 65 億円取り崩すこととしており、平成 24 年度末の残

高は両基金合わせて 119 億円となる見込みです。

特定目的のためにあらかじめ財源を準備してきた特定目的基金については、国の経済対策関連基

金事業の進捗に伴い、総額としては減少する見込みですが、平成 24 年度も引き続き各事業に充当

し、活用することとしています。

0
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1,000

1,200

1,400

1,600

平4 平5 平6 平7 平8 平9 平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24

78 88 98 96 96 90 80 80 80 83 42 73 47 53 46 50

23 37

75 98

769 716 660 607 585 528

357
303 318 270

108
185 182 171 146 145

106
37 72

86

650
595

519

426
401

371

362
383 397 460

397

383
308 275

281 249 326

644

613
497

332

1,497

1,399

1,277

1,129

1,082

989

799 766 795 813

547

641

537
499 473 444 455

718
760

681

451

（億円）

（年度）

基金残高の推移（一般会計）
特定目的基金

県債管理基金

財政調整基金

（注）平成22年度までは各年度末現在高であり、平成23年度は決算見込額、平成24年度は平成24年２月補正後予算額に
基づく各年度末現在高見込額です。

■平成 24 年度末現在高見込み（百万円）

財政調整基金 6,605

県債管理基金 5,308

福祉・教育振興基金 8,224

琵琶湖管理基金 4,996

環境保全基金 852

森林整備担い手対策基金 893

森林整備加速化・林業再生基金 1,219

介護保険財政安定化基金 712

地域医療再生臨時特例基金 4,097

ふるさと雇用再生特別基金 817

緊急雇用創出事業臨時特例基金 1,028

ふるさと・水と土保全基金 1,207

学習船建造基金 700

平成 24 年度末現在高見込額

県債管理基金 53 億円

財政調整基金 66 億円
計 119 億円

主な基金の状況

■平成 24 年度中の取り崩し予定額（百万円）

財政調整基金 3,266

県債管理基金 3,300

福祉・教育振興基金 2,400

琵琶湖森林づくり基金 855

介護保険財政安定化基金 1,697

介護基盤緊急整備等臨時特例基金 678

介護職員処遇改善等臨時特例基金 679

地域医療再生臨時特例基金 2,845

医療施設耐震化臨時特例基金 870

子育て支援対策臨時特例基金 1,251

724

緊急雇用創出事業臨時特例基金 3,444
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県債発行額は 2 年ぶりに増加するものの、臨時財政

対策債を除く実質的な県債残高は３年連続で減少

県債発行額は 838 億円で、対前年度当初予算比 39 億円（4.9%）の増となっています。これは

震災対応として、県立学校の耐震対策や災害に強い交通信号機の整備、また、川の中の対策として

河川改良等の経費を増額して取り組むことなどによるものです。なお、臨時財政対策債は、対前年

度当初予算比 14 億円減の 484 億円の発行を見込んでいます。

県債残高は年々増加しており、平成 24 年度末には 1 兆 371 億円になる見込みです。県では、

これまでから県債残高の減少に努めてきましたが、臨時財政対策債の占める割合が依然として高く、

これが県債残高の増加に大きく影響しています。臨時財政対策債の残高 3,521 億円を除く実質的な

県債の残高は 6,850 億円で、３年連続で減少する見込みです。

・ 臨時財政対策債は、本来、国が地方交付税として交付すべきものですが、地方交付税の財源が

不足していることから、地方が国に代わって借金しているものです。

・ 臨時財政対策債の元利償還金は、後年度に全額地方交付税の基準財政需要額に算入されます。
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7,465
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9,631 9,960 10,091 10,371

(億円)

(年度)

県債残高の推移

(注) 平成22年度までは各年度末現在高、平成23年度および平成24年度は各年度末現在高見込額です。
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458 656
498 484

870
982

799 838

（億円） 県債発行額（一般会計）

◇臨時財政対策債

H23→H24 ▲14 億円

◇実質的な県債
（臨時財政対策債以外）

H23→H24 ＋53 億円

・県立学校耐震対策 +10 億円

・ + 4 億円

・ +16 億円

・退職手当債 +10 億円

臨時財政
対 策 債

＋397

実質的な
県 債
▲117
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プライマリーバランスは赤字が見込まれるものの、

平成 22 年度以降、赤字幅は縮小傾向

プライマリーバランスは、県債以外の歳入で、県債元利償還金を除いた歳出をまかなえるかどう

かを示す基礎的財政収支のことで、これが黒字であれば財政の中長期的な持続可能性を保つことが

できるとされています。

平成 23 年度は、当初予算では７億円の赤字を見込んでいましたが、決算では黒字となる見込み

です。また、平成 24 年度当初予算では、県税や地方交付税などの一般財源総額の落ち込みや、県

立学校耐震対策等のための県債発行額の増加などにより、赤字となる見込みですが、平成 22 年度

以降、赤字幅は縮小傾向にあります。

平成 24 年度のプライマリーバランスのイメージは、下図のとおりです。

県税収入等

（県債以外の収入）

県債の元利償還金

を除く支出

プライマリーバランスが

赤字になると…

4,089 億円

県債の元利
償還金

4,152 億円

県債発行に
よる収入

臨時財政対策債 484 億円

歳 入 歳 出

県債を除いた県税等
の歳入だけでは、その
年度の行政サービス
に必要な歳出をまか
なうことができない。

歳出（元利償還金除く）が歳入（県
債除く）を上回っていることから、
プライマリーバランスは赤字とな
ります。（△63 億円）

本来、地方交付税として交付され
るべき臨時財政対策債を県債では
なく、地方交付税とみなすと、プ
ライマリーバランスは、黒字とな
ります。（＋421 億円）
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5,365

5,285

4,812 4,705
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4,439
4,348 4,335

4,270 4,365 4,350

4,298

4,089

5,186
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4,345

4,273 4,220

4,329
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4,246
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(億円)
(億円)

(年度)

プライマリーバランスの推移
県債除く歳入額

元利償還金除く歳出額

（注） 平成22年度までは決算額、平成23年度は決算見込額、平成24年度は平成24年2月補正後予算額です。

臨時財政対策債を地方交

付税とみなした場合のプ
ライマリーバランス

プライマリーバランス


